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私達	 リニア沿線の品川・大田・世田谷区民等は、「大深度地下の公共的使用に関する特別

措置法」（“大深度法”）に苦しんでいる。 
 
1．大深度法とは	 どういう法律か	 	 	 	 （2000年 5月	 法律成立） 
リニアの例に当てはめた場合の概要：	 	  
事業者は、沿線の地権者・住民（“沿線地権者等”）に説明する義務はなく、国土交通

大臣の認可を得れば、住宅地の一定深さより深い（政令で決められる）地下に、無断

かつ無償で、長大かつ巨大な地下トンネルを掘削・開通させ、リニア中央新幹線を高

速で運行する事業を行うことが出来る。 
沿線地権者等に被害・損失（陥没・地価下落他）が生じた場合は事後補償とし、立証

責任は被害者たる沿線地権者等が負い、補償請求期間は認可＝告示日から一年以内に

制限されており、実質的に損失補償を受けることができるとは考えにくい。 
 
2．憲法・民法等 
① 憲法	 〔財産権〕 
§29① 財産権は、これを侵してはならない。 
§29② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 
§29③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 
 
② 民法 
§207 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ 

 
⇒3．	 何故	 国民の権利を侵害し、憲法・民法に違反の惧れの大きい法律が成立したのか？ 
 
⇒4．	 主権在民という基本概念を失わせ、民主主義が後退する状況にあるのでは？ 
 
⇒5．	 基本に立ち返り、民主主義の根本を為す選挙を大事に…必ず ＆ 適切な人に投票を 
 
6．国家財政との関わりから見るとどうか・・・ 
国家支出から税収を引いた歳入不足は主に新規国債発行で賄われ、その額は おおよそ年
間 30～40兆円。 
この新規国債発行の持続可能期間はおおよそ 10年＋－誤差年数	 	 …別紙参照 
大型公共投資が当初計画の 3倍になると仮定すると、リニア中央新幹線の投資額は約 27
兆円（当初計画 9兆円×3倍）。 
別紙の計算が正しいとすれば、財政の持続可能期間が 10年＋－誤差年数という状況下、
一年分の歳入不足の額に近い額の莫大で不要なリニアへの投資となる。 
 
何故	 このようなことを	 するのか？	 どこから見ても不明・不透明。 

 
以上 


